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建築基準法第４３条第２項第１号の規定による認定基準 

 

建築基準法（以下「法」という。）第４３条第２項第１号の規定により，次に掲げる基準

に適合する敷地の建築物（広島県建築基準法施行条例第１３条から第１８条までの規定が

適用されるものを除く。）は，交通上，安全上，防火上及び衛生上支障がないとして認定を

行うものとする。 

 

第１ 建築基準法施行規則第１０条の３第１項第１号に規定する農道その他これに類する

公共の用に供する道に接する敷地の建築物に適用する基準は，次の基準１から基準５

の各項によるものとする。 

 

基準１ 

（公共の用に供する道に接する敷地の建築物） 

１ その敷地が公的機関の管理する土地改良事業，農道整備事業等による農道若しくは河

川又は海岸の管理用の道等で幅員４メートル以上であるもの（その農道又は道等を管理

する公的機関から将来にわたって継続的に一般の交通の用に供することを証する書面そ

の他これに類する物が提出されることなどにより，避難及び通行上の支障がないと認め

られるものに限る。以下「農道等」という。）に２メートル以上接する建築物であること。 

２ 建築物の計画は，次の各号に掲げる基準に適合すること。 

（１）法別表第１（い）欄（１）項に掲げる用途以外の用途であること。  

（２）延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合にあっては，その延べ面積の合

計）が５００平方メートル以内であること。 

（３）農道等に建築物を突き出さないこと。 

（４）敷地に接する農道等の幅員を前面道路幅員とみなして適用する法第５２条第２項の

規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の制限（以下「容積率制限」

という。）以下とすること。 

（５）敷地に接する農道等の境界線を前面道路の境界線とみなして適用する法第５６条の

規定による前面道路との関係について建築物の各部分の高さの制限（以下「道路斜線

制限」という。）以下とすること。 

（６）雨水・汚水排水処理設備が適切に計画されること。 

 

基準２ 

（道路との間に里道等がある敷地の建築物） 

１ その敷地と道路との間に里道等（ただし，里道等の幅員が１メートル以下の場合はその

里道等は道路敷とみなす。）がある場合であって，当該敷地と当該道路との間の有効幅員

２メートル以上の通路により，当該道路への避難及び通行上支障がないと認められる建
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築物であること。 

２ 建築物の計画は，次の各号に掲げる基準に適合すること。 

（１）法別表第１（い）欄（１）項に掲げる用途以外の用途であること。  

（２）延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合にあっては，その延べ面積の合

計）が５００平方メートル以内であること。 

（３）里道等に建築物を突き出さないこと。 

（４）里道等を介して敷地に接する道路の幅員を前面道路幅員とみなして適用する容積率

制限以下とすること。 

（５）敷地に接する道路及び里道等の境界線を前面道路の境界線とみなして適用する道路

斜線制限以下とすること。 

（６）雨水・汚水排水処理設備が適切に計画されること。 

 

基準３ 

（道路との間に河川等がある敷地の建築物） 

１ その敷地と道路との間に河川等（ただし，河川等の幅員が１メートル以下の場合は道路

敷とみなす。）がある場合であって，当該敷地と当該道路との間の有効幅員２メートル以

上の橋等（河川管理者等から橋等の公共用地使用許可等を得ているものに限る。）により，

当該道路への避難及び通行上支障がないと認められる建築物であること。 

２ 建築物の計画は，次の各号に掲げる基準に適合すること。 

（１）法別表第１（い）欄（１）項に掲げる用途以外の用途であること。  

（２）延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合にあっては，その延べ面積の合

計）が５００平方メートル以内であること。 

（３）河川等に建築物を突き出さないこと。 

（４）河川等を介して敷地に接する道路の幅員を前面道路幅員とみなして適用する容積率

制限以下とすること。 

（５）敷地に接する道路及び河川等の境界線を前面道路の境界線とみなして適用する道路

斜線制限以下とすること。 

（６）雨水・汚水排水処理設備が適切に計画されること。 

 

基準４ 

（公共の用に供する道との間に河川等がある敷地の建築物） 

１ その敷地と基準１に規定する農道等との間に河川等（ただし，河川等の幅員が１メート

ル以下の場合は道路敷とみなす。）がある場合で，当該敷地と当該農道等との間の有効幅

員２メートル以上の橋等（河川管理者等から橋等の公共用地使用許可等を得ているもの

に限る。）により，当該農道等への避難及び通行上支障がないと認められる建築物である

こと。 
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２ 建築物の計画は，次の各号に掲げる基準に適合すること。 

（１）法別表第１（い）欄（１）項に掲げる用途以外の用途であること。  

（２）延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合にあっては，その延べ面積の合

計）が５００平方メートル以内であること。 

（３）農道等及び河川等に建築物を突き出さないこと。 

（４）河川等を介して敷地に接する農道等の幅員を前面道路幅員とみなして適用する容積

率制限以下とすること。 

（５）敷地に接する農道等及び河川等の境界線を前面道路の境界線とみなして適用する道

路斜線制限以下とすること。 

（６）雨水・汚水排水処理設備が適切に計画されること。 

 

基準５ 

（道路等との間に河川等及び里道等がある敷地の建築物） 

１ その敷地と道路又は基準１に規定する農道等（以下「道路等」という。）との間に河川

等及び里道等（ただし，河川等及び里道等の幅員の合計が１メートル以下の場合は道路敷

とみなす。）がある場合であって，当該敷地と当該道路等との間の有効幅員２メートル以

上の通路及び橋等（河川管理者等から橋等の公共用地使用許可等を得ているものに限る。）

により，当該道路等への避難及び通行上支障がないと認められる建築物であること。 

２ 建築物の計画は，次の各号に掲げる基準に適合すること。 

（１）法別表第１（い）欄（１）項に掲げる用途以外の用途であること。  

（２）延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合にあっては，その延べ面積の合

計）が５００平方メートル以内であること。 

（３）道路等並びに河川等及び里道等に建築物を突き出さないこと。 

（４）河川等及び里道等を介して敷地に接する道路等の幅員を前面道路幅員とみなして適

用する容積率制限以下とすること。 

（５）敷地に接する道路等並びに河川等及び里道等の境界線を前面道路の境界線とみなし

て適用する道路斜線制限以下とすること。 

（６）雨水・汚水排水処理設備が適切に計画されること。 

 

第２ 建築基準法施行規則第１０条の３第１項第２号に規定する建築基準法施行令第１４

４条の４第１項各号に掲げる基準に適合する道に接する敷地の建築物に適用する基準

は，次の基準の各項によるものとする。 

 

基準６ 

１ 法第４２条第１項第５号に規定する道路の位置の指定に関して，指定を受けようとす

る道（建築基準法施行令第１４４条の４第１項各号の基準に適合するものに限る。）の所
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有者及び権利者並びに管理者の承諾書が得られない等指定を受けることができない正当

な理由があること。 

２ 当該道を将来にわたって通行することに関し，当該道の所有者及び権利者並びに管理

者の承諾書を得ること。ただし，公的機関が管理する道が含まれる場合，その道の部分に

ついてはその管理する公的機関から将来にわたって一般の交通の用に供することを証す

る書面その他これに類するものを得ることで代えることができる。 

３ 当該道に２メートル以上接する敷地の建築物であること。 

４ 建築物の計画は，次の各号に掲げる基準に適合すること。 

（１）一戸建ての住宅，長屋又は法別表第２（い）項第２号に掲げる用途であること。  

（２）延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合にあっては，その延べ面積の合

計）が５００平方メートル以内であること。 

（３）建築物の建替え，増築，改築又は同一敷地内における移転をするものであって，建築

物の用途変更を行わないものであること。 

（４）当該道に建築物を突き出さないこと。 

（５）敷地に接する当該道の幅員を前面道路幅員とみなして適用する容積率制限以下とす

ること。 

（６）敷地に接する当該道の境界線を前面道路の境界線とみなして適用する道路斜線制限

以下とすること。 

（７）雨水・汚水排水処理設備が適切に計画されること。 

 

附則 

この基準は，２０１９年（平成３１年）２月９日から施行する。 

この基準は，２０２４年（令和６年）３月１日から施行する。 

 


